
日時 場所 対象 定員 内容 費用 持ち物 申込み 問合せ ホームページ メールInformation
くらしの情報

令和4（2022）年■4月令和4（2022）年■4月 おことわり　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、広報紙に掲載の内容が変更となる場合があります。市施設を利用する際やイベント等に参加する前には検温とマスクの着用など新しい生活様式の実践をお願いします。
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・
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と
・
県
知
事
へ
の
登
録
・
届
出
を
し
て
い
る

業
者
が
浄
化
槽
法
に
基
づ
く
浄
化
槽
設

備
士
の
も
と
で
施
工
す
る
こ
と

※
そ
の
他
の
要
件
も
あ
り
ま
す
の
で
、
詳

細
は
環
境
セ
ン
タ
ー
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

※
工
事
を
始
め
る
前
に
申
請
が
必
要
で

す
。必
ず
事
前
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い（
工

事
着
手
後
は
、
対
象
外
と
な
り
ま
す
）。

補助金額 ※表欄の金額は、上限です。
5人槽 7人槽 10人槽

設置費 352,000円 434,000円 568,000円

処分費 60,000円

配管費 150,000円

補助金
合計 562,000円 644,000円 778,000円

環
境
セ
ン
タ
ー
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既
存
住
宅
へ
の
太
陽
光
発
電
設
備

の
設
置
に
対
す
る
奨
励
金

　
家
庭
に
お
け
る
地
球
温
暖
化
対
策
を
推

進
す
る
た
め
、
既
存
住
宅
に
太
陽
光
発
電

設
備
を
設
置
す
る
人
に
奨
励
金
と
し
て
地

域
通
貨「
ぼ
た
ん
圓
」を
交
付
し
ま
す
。

自
ら
が
居
住
し
て
い
る
、
市
内
の
既
存
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追
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た
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ウ
ィ
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接
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Ｈ

－
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わ
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つ
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接
骨
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下
野
本

【
廃
止
】
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け
や
き
歯
科
医
院

元
宿

Ｈ
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29
ゆ
ず
接
骨
院

下
野
本

Ｈ

－

40
げ
ん
き
堂
整
骨
院
東
松
山

箭
弓
町

　
更
新
後
の
乗
降
ポ
イ
ン
ト
一
覧
は
市
役

所
、
各
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
や
乗
車
の
際

に
配
布
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
市

で
も

公
開
し
て
い
ま
す
。

※
デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
を
利
用
す
る
た
め

に
は
登
録
が
必
要
で

す
。
ま
た
、
乗
車
の
際

は
登
録
者
証
を
必
ず
提

示
し
て
く
だ
さ
い
。

市
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民
生
・
児
童
委
員
が
委
嘱
さ
れ
ま
し
た

　
4
月
1
日
付
け
で
、
民
生
・
児
童
委
員

1
名
が
新
た
に
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。現
在
、

定
数
1
6
2
名
中
1
5
7
名
の
民
生
・
児

童
委
員
が
、
地
域
住
民
の
身
近
な
相
談
相

手
と
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。

　
お
住
ま
い
の
地
区
の
担
当
民
生
・
児
童

委
員
等
は
、
社
会
福
祉
課
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

社
会
福
祉
課
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6
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地
域
猫
活
動
推
進
事
業
費
補
助
金

交
付
制
度

　
地
域
で
飼
い
主
の
い
な
い
猫
に
対
す
る

活
動
を
実
施
す
る
団
体
を
募
集
し
、
対
象

経
費
の
全
部
、又
は
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

地
域
猫
活
動
を
実
施
す
る
団
体（
1
団

体
）

対
象
経
費
　
捕
獲
費
、不
妊
去
勢
手
術
費
、

ト
イ
レ
施
設
整
備
費
ほ
か

補
助
金
額
　
20
万
円（
上
限
額
）

・

交
付
申
請
の
前
に
事
前
申
込
書
の

提
出
が
必
要
で
す
。
4
月
20
日
㈬
ま
で

に
環
境
政
策
課
へ
。

☎
63‒

5
0
0
6

23‒

7
7
0
0

合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の
転
換
補
助
制
度

　
生
活
排
水
に
よ
る
河
川
の
水
質
汚
濁
等

を
防
止
す
る
た
め
、単
独
処
理
浄
化
槽
や
、

く
み
取
り
便
槽
か
ら
合
併
処
理
浄
化
槽
に

転
換
す
る
人
を
対
象
に
、
補
助
金
を
交
付

し
て
い
ま
す
。

対
象
区
域
　
市
内
の
浄
化
槽
処
理
促
進
区

域（
生
活
排
水
を
集
合
的
に
処
理
す
る

施
設
を
有
す
る
区
域
を
除
く
）

補
助
要
件
　
・
環
境
省
が
定
め
る
環
境
配

慮
型
及
び
高
度
処
理
型
の
要
件
に
該
当

す
る
浄
化
槽
で
あ
る
こ
と

・
10
人
槽
以
下
の
合
併
処
理
浄
化
槽
で
専

用
住
宅
に
設
置
す
る
こ
と

・
放
流
先
が
確
保
さ
れ
、
放
流
先
の
管
理

者
と
協
議
が
整
っ
て
い
る
こ
と

・
令
和
４
年
度
中
に
設
置
が
完
了
す
る
こ

住
宅
を
所
有
す
る
個
人（
住
宅
の
新
築

に
併
せ
た
設
置
は
対
象
外
）

条
件
　
・
太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
公
称

最
大
出
力
の
合
計
値
が
1
㎾
以
上
10
㎾

未
満
の
も
の

・
未
使
用
品
で
あ
る
も
の（
中
古
品
及
び

リ
ー
ス
品
は
対
象
外
）

・
発
電
さ
れ
た
電
気
の
一
部
又
は
全
部
を

自
家
消
費
す
る
も
の

交
付
額
　
一
律
7
万
円（
地
域
通
貨「
ぼ
た

ん
圓
」で
交
付
）

受
付
方
法
　
交
付
申
請
書
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、
必
要
書
類
を
添
付
し
た
う
え

で
、
令
和
5
年
2
月
28
日
㈫
ま
で
に
環

境
政
策
課
へ
。

※
受
付
期
間
内
で
も
申
請
が
予
算
額
に
達

し
た
場
合
は
受
付
を
終
了
し
ま
す
。

※
補
助
申
請
は
工
事
着
手
前
に
し
て
く
だ

さ
い（
工
事
着
手
後
は
、
対
象
外
と
な
り

ま
す
）。

環
境
政
策
課

☎
63‒

5
0
0
6

23‒

7
7
0
0

※
詳
細
は
市

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
の
乗
降
ポ
イ

ン
ト
を
更
新
し
ま
す

　
市
で
は
市
内
の
公
共
交
通
機
関
の
空
白

区
域
の
移
動
手
段
を
確
保
し
、
利
用
者
の

利
便
性
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、
市
内
全

域
で「
東
松
山
市
デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
」を

実
施
し
て
い
ま
す
。

　
4
月
1
日
㈮
か
ら
次
の
と
お
り
追
加
・

廃
止
を
し
ま
す
。

建築物の建築が原則として制限される市街化調整区域
で一定の基準を満たした上で住宅等の建築が可能となる
「都市計画法第34条第11号に基づく区域指定制度」は、
人口減少等社会情勢の変化を踏まえ、区域及び建築物の
用途を変更します。なお、この変更は令和5年4月1日以
降に行われる開発許可申請に適用されるもので、令和5
年3月31日以前に行われる開発許可申請は、従来どおり
の区域及び建築物の用途が適用されます。

変更後の制度 現行の制度

区域

既存住宅団地（※1）
（ただし、土砂災害
特別警戒区域及び
土砂災害警戒区域
を除く）

ア及びイ（ただし土砂災害
特別警戒区域、土砂災害警
戒区域及び浸水想定3ｍ以
上の区域を除く）
ア）既存住宅団地（※１）
イ）既存の集落区域内にお
いて、告示により指定さ
れた区域（ただし、要件
を満たした道路（※2）に
接する区域で行われる行
為に限る）

建築物
の用途

第二種低層住居専
用地域に建築可能
な高さ10ｍ以内の
建築物（ただし、長
屋、共同住宅、寄宿
舎及び下宿を除く）

第二種低層住居専用地域に
建築可能な高さ10ｍ以内の
建築物

※1　市街化区域と市街化調整区域の線引き（昭和45年8
月25日）以前に既に一定の基盤整備がなされた住宅地
※2　国・県道及び認定幅員8ｍ以上で側溝等の排水設
備が整っている市道

都市計画課☎21-1425 24-8857

都市計画法第34条第11号に基づく区域指定等の変更のお知らせ

市

区域指定図

アダルトビデオに出演するという認識がない
まま契約し、出演を強要される問題が起きてい
ます。令和4年4月1日からの成年年齢引き下げ
により、18歳、19歳が未成年であることを理由
とした契約の取り消しができなくなりました。
トラブルに巻き込まれないように、より一層の
注意が必要です。「困ったな」と思ったら一人で
悩まず相談してください。
■性犯罪・性暴力被害相談窓口
性犯罪被害相談電話（警察）☎＃８

ハ ー ト さ ん

１０３
ワンストップ支援センター（内閣府）
☎＃８

はやくワンストップ

８９１
性暴力に関するＳＮＳ相談
　（内閣府）

人権市民相談課☎21-1416 23-2236

令和4年4月1日から、民法改正により、成年
年齢が20歳から18歳に引き下げられました。こ
れにより、18歳から親等の法定代理人の同意な
く自分の意思でローンやクレジットカードの契
約ができるようになりますが、未成年者取消権
は適用されなくなります。
悪質商法によるトラブルに巻き込まれないよ
う注意しましょう。
相談先
・契約や買い物で「困ったな」と思ったら
消費者ホットライン☎188
※「188（いやや）!泣き寝入り!」
消費生活センター☎21-1414
・詐欺被害については警察へ☎＃9110
人権市民相談課
☎21-1414 23-2236

「若年層の性暴力被害予防月間」

～性暴力をなくそう～
成年年齢引き下げに伴う
新成人の消費者トラブルに

ご注意ください

キュアタイム

4月は

http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/toshikeikakubu/toshi/menu/urban_design/1597895692645.html
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/shiminseikatsubu/chiiki/menu/traffic/1445425395439.html
https://curetime.jp/



